
令和８年４月１日から

後援名義の承認基準を変更します

新たな承認基準（教育委員会における各種行事に対する後援事務取扱
要綱）はこちら

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyou-soumu/kouenmeigi.html

お 宮城県教育庁総務課総務班 ０２２－２１１－３６１３
お問合
せ先

宮城県教育委員会
か ら の お 知 ら せ

＜基準変更後の主な承認基準＞
１ 以下に記載する団体が主催する行事であること
① 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人又はこれらに準じる団体
② 学校の連合体又は学校を主な構成員とする団体
③ 公益社団法人又は公益財団法人（申請団体の上位に属する団体が公益社団法
人又は公益財団法人の場合を含む）

④ 新聞社、放送局等の報道機関
⑤ その他教育長等が適当と認める団体

２ 行事の内容が要綱に記載する全ての要件を満たしていること
（要件の例）
① 本県の教育、学術及び文化の振興に寄与する行事で、公益性があること
② 営利を目的としないこと。（入場料等を徴収する場合は、入場料等が必要最小
限の実費相当額であると判断される行事に限り、後援を承認します）

③ 原則として開催実績があること。

※ 上記は要件の一例です。詳細については県ホームページに掲載している「教育委員会
における各種行事に対する後援事務取扱要綱」を御確認ください。

＜新たな基準適用日＞
令和８年４月１日
※令和８年３月３１日までに申請された行事については、改正前の基準により審
査を行います。

これまで、県教育委員会では、本県の教育、学術及び文化の振興に寄与し、教育委員会の方針に反し
ない行事については、幅広に後援を承認しているところですが、学校を通じて行事の周知が図られる場
合もあることから、県教育委員会が後援する行事の信用性を担保できるよう、後援名義の承認基準等を
変更しましたので御理解いただきますようお願いします。
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